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第１章 開発許可を要する開発行為 

 

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区

画形質の変更をいい、当該開発行為に関する工事を行うときは県知事等の許可が必要となります

［法第29条］。 

ただし、市街化区域内における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為、非線引都市

計画区域内における開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為、都市計画区域外におけ

る開発区域の面積が10,000平方メートル（１ヘクタール）未満の開発行為及び農業、林業、漁業

の用に直接供するための開発行為等については許可を要しません。 

 

注）市街化調整区域内では、開発行為を伴わない場合でも建築（建設）行為に対して許可が必要

な場合があります［法第43条］。 

 

【県内都市計画法開発規制区域図】 
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【県内市町村開発担当部局一覧】 

なお、県内の上記以外の市で行う開発行為については下記の各市へ御相談ください。 

 市町村名 担当課名 所在地 電話（代表） 

政令指 
定都市 

横 浜 市 
建築局宅地審査部 
宅地審査課・調整区域課 

〒231-0005 
横浜市中区本町 6-50-10 

045-671-2121 

川 崎 市 
まちづくり局指導部 
宅地企画指導課・宅地審査課 

〒210-8577 
川崎市川崎区宮本町 1 

044-200-2111 

相模原市 
都市建設局 
まちづくり計画部開発調整課 

〒252-5277 
相模原市中央区中央 2-11-15 

042-754-1111 

中核市 横須賀市 
都市部 
宅地審査防災課 

〒238-8550 
横須賀市小川町 11 

046-822-4000 

施行時 
特例市 

平 塚 市 
まちづくり政策部 
開発指導課 

〒254-8686 
平塚市浅間町 9-1 

0463-23-1111 

小田原市 
都市部 
開発審査課 

〒250-8555 
小田原市荻窪 300 

0465-33-1300 

茅ヶ崎市 
都市部 
開発審査課 

〒253-8686 
茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-1-1 

0467-82-1111 

厚 木 市 
都市みらい部 
開発指導課 

〒243-8511 
厚木市中町 3-17-17 

046-223-1511 

大 和 市 
まちづくり部 
まちづくり計画課 

〒242-8601 
大和市下鶴間 1-1-1 

0462-63-1111 

事 務 
処理市 

鎌 倉 市 
都市調整部 
開発審査課 

〒248-8686 
鎌倉市御成町 18-10 

0467-23-3000 

藤 沢 市 
計画建築部 
開発業務課 

〒251-8601 
藤沢市朝日町 1-1 

0466-25-1111 

秦 野 市 
都市部 
開発建築指導課 

〒257-8501 
秦野市桜町 1-3-2 

0463-82-5111 

 

【県盛土規制法担当部局】 

 

開発区域の所在地 
土   木   事   務   所 

担当課 所在地 連絡先 

逗子市、三浦市、 
葉山町 

横須賀土木事務所 
計画建築部まちづくり・建築指導課 

〒238-0022 
横須賀市公郷町1-56-5 

電話  046-853-8800 
ＦＡＸ 046-853-7443 

伊勢原市、寒川町、 
大磯町、二宮町 

平塚土木事務所 
計画建築部まちづくり推進課 

〒254-0054 
平塚市中里50-1  

電話  0463-45-3150 
ＦＡＸ 0463-45-3297 

愛川町、清川村 
厚木土木事務所 
計画建築部まちづくり・建築指導課 

〒243-0016 
厚木市田村町2-28 

電話  046-223-1711 
ＦＡＸ 046-222-7259 

海老名市、座間市、 
綾瀬市 

厚木土木事務所東部センター 
まちづくり・建築指導課 

〒252-1133 
綾瀬市寺尾本町1-11-3 

電話  0467-79-2800 
ＦＡＸ 0467-79-2858 

南足柄市、中井町、 
大井町、松田町、 
山北町、開成町、 
箱根町、真鶴町、 
湯河原町 

県西土木事務所 
計画建築部まちづくり・建築指導課 

〒258-0021 
足柄上郡開成町吉田島
2489-2 

電話  0465-83-5111 
ＦＡＸ 0465-83-6846 

開発区域の所在地 担当課 所在地 連絡先 

県全域（※） 

（横浜市、川崎市、

相模原市、横須賀市

を除く。） 

県土整備局河川下水道部 

砂防課厚木南駐在事務所 

〒243-0016 

厚木市田村町2-28 

電 話 046-223-1711 

ＦＡＸ 046-223-1728 

（第１表） 

※ 鎌倉市域においては土石の一時堆積に限り、県の所管となります。 
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第２章 用語の解説 

 

１ 都市計画区域［法第４条第２項］ 

次のいずれかに該当する区域として、指定された区域をいいます。 

⑴ 市又は町村（人口、就業者数その他政令で定める要件に該当するもの）の中心の市街地を

含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他についての現況及

び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある区域 

⑵ 首都圏整備法等による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として

開発し及び保全する必要がある区域 

 

２ 線引き（区域区分）［法第７条第１項］ 

都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域

と市街化調整区域に区分することをいいます。 

 

３ 市街化区域［法第７条第２項］ 

次のいずれかに該当する区域をいいます。 

⑴ 都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域 

⑵ 都市計画区域のうち、当該都市計画決定後おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化

を図るべき区域 

 

４ 市街化調整区域［法第７条第３項］ 

都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域をいいます。 

 

５ 非線引都市計画区域 

都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域との区分（区域区分）が定められていな

い区域をいいます。 

神奈川県内では箱根、真鶴、湯河原の各町、山北町の一部及び相模原市の一部（旧津久井町

と旧藤野町の各地区の一部及び旧相模湖町地区）が該当します。 

 

６ 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日［法第７条第１項］ 

本県においては、次のいずれかに該当する日をいいます。 

⑴ 市街化区域及び市街化調整区域が定められ、開発許可制度が発足した昭和45年６月10日 

⑵ ⑴の日以降で、当該都市計画の変更により新たに市街化調整区域となった日 

 

７ 建築物［法第４条第10項］［建築基準法第２条第１号］ 

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のも

のを含む）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物

内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地

内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類す

る施設を除く）をいい、建築設備を含みます。 
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８ 特定工作物［法第４条第11項、政令第１条］ 

⑴ 第一種特定工作物 

コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント又は危険物の貯蔵

若しくは処理に供する工作物をいいます。 

⑵ 第二種特定工作物 

ゴルフコースその他、次のいずれかに該当するもので、その規模が１ヘクタール以上のも

のをいいます。 

ア ミニゴルフコース、打席が建築物でない打放しゴルフ練習場、野球場、庭球場、陸上競技

場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット場その他の運動・レジャー施設 

イ 墓園、ペット霊園 

 

９ 開発行為［法第４条第12項］ 

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質の変更を

行うことをいいます。 

⑴ 区画の変更 

従来の敷地の境界の変更を行うことをいいます。 

取扱方針 

次の場合は、区画の変更には該当しません。 

ア 分合筆等単なる権利区画の変更 

イ 建築基準法第42条第２項の規定による道路（以下「２項道路」という）の中心線から２

メートルの後退に係る敷地の境界の変更 

ウ 従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整

備の必要がないと認められる場合 

具体的には「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為の取

扱いに係る運用基準」によります（所管土木事務所に御相談ください）。 

 

⑵ 形の変更 

土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもので、次のいずれかに該当する行為をいいま

す。 

ア 高さ２メートルを超える切土又は高さ１メートルを超える盛土を行うもの 

イ 一体の切盛土で高さ２メートルを超えるもの 

ウ ア、イ以外で、30センチメートルを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの 

ただし、市街化調整区域以外の区域において、当該行為を行う土地の面積の合計が500平

方メートル未満の場合（第１図参照）を除く 

 

 

 

 

 

 

  

切

土

部

分 

盛

土

部

分 

（切土部分＋盛土部分）＜ 500 ㎡ 

（第１図） 
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取扱方針 

敷地内の地盤高さの変更を行わない場合は、次のいずれかに該当するものについては「切土、

盛土又は一体の切盛土」として扱いません。 

(ｱ) 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 

(ｲ) ２項道路の後退にかかるもの 

(ｳ) 道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に係るもの（高

さ２メートル以下、幅６メートル以下のものに限る） 

(ｴ) 既存擁壁を同じ位置で造りかえるもの 

 

⑶ 質の変更 

農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするもの。 

取扱方針 

ここで、「宅地以外の土地」とは、次のいずれかに該当する土地以外の土地をいいます。 

ア 現に建築物が存する土地（仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く） 

イ 土地登記簿の地目（５年以上前の受付）が「宅地」である土地で、現在、農地や山林とし

て利用されていない土地 

ウ 固定資産課税台帳の現況地目が、５年以上前から「宅地」である土地で、現在、農地や

山林として利用されていない土地 

エ 従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として利用されて

いない土地（５年以上前に建築物を除去した土地は除く） 

オ 建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地（緑地、未利用地等は除く）

で、次のいずれかに該当する土地 

(ｱ) 都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地 

(ｲ) 旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされた土地 

(ｳ) 土地区画整理法に基づく認可を受け、換地処分の公告がなされた土地 

(ｴ) 都市計画法第 29 条第１項第４号、第６号、第７号、第８号若しくは第９号又は都市の

秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律（平成18年法律第46号）

第１条の規定による改正前の都市計画法第29条第１項第４号に該当する開発行為が終了

した土地 

(ｵ) 旧宅地造成等規制法又は建築物の建築を目的とする宅地造成及び特定盛土等規制法に

基づく許可を受け、工事完了の検査済証の交付がなされた土地 

(ｶ) 建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際道路と一体に造成された土地 
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第３章 盛土規制法との関係 

 

１ 盛土規制法に基づく開発許可によるみなし許可 

旧宅地造成等規制法（「旧宅造法」）は、令和５年５月に宅地造成及び特定盛土等規制法（通

称「盛土規制法」）に改正され、神奈川県では、令和７年４月１日に盛土規制法に基づく規制区

域を指定し、運用を開始しました。 

これまでは、旧宅造法の規制区域で都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる宅地造成

に関する工事については、旧宅造法第８条の許可が不要とされていましたが、盛土規制法では、

盛土規制法の規制区域において都市計画法の開発許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事については、盛土規制法第12条及び第30条の許可を受けたものとみなされることになり

ます。（開発許可によるみなし許可） 

これを受けた都市計画法の改正により、許可後の手続及び規制については、都市計画法の規

定のみならず、盛土規制法の規定に適合するものである必要があります。 

宅地造成 …宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質変更で盛土規制

法施行令で定めるもの。 

特定盛土等…宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質で、当該宅地又は農地等に

隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして

盛土規制法施行令で定めるもの。 

 

２ 盛土規制法の規制区域  

 
 

（第２図） 
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県所管区域については、全域を規制区域に指定し、盛土規制法の規制を行います。 
また、特定盛土等規制区域における特定盛土等については、県条例により規制対象規模を引

き下げ、宅地造成等工事規制区域における宅地造成等と同一の規模としています。 
なお、政令市（横浜市、川崎市、相模原市）及び中核市（横須賀市）は、各市において規制区

域を指定しています。 
 

３ 盛土規制法において開発許可によるみなし許可となる宅地造成・特定盛土等 

盛土規制法の規制対象となる次の宅地造成等を行う開発許可が対象となります。 

⑴ 盛土で、高さが１ｍを超える崖を生ずるもの 
⑵ 切土で、高さが２ｍを超える崖を生ずるもの 
⑶ 盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍを超える崖を生ずるもの（⑴、⑵は除く） 
⑷ 盛土で、高さが２ｍを超えるもの（⑴、⑶を除く） 
⑸ 盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30cｍ（農地造成等に関する工事について

は１ｍ）を超える土地の面積が500㎡を超えるもの（⑴～⑷を除く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  なお、(ｱ)～(ｶ)の行為に該当するものは、土地の形質の変更に当たらないものと考えます。 

(ｱ) 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 

(ｲ) 敷地の地盤高の変更を伴わない場合で、既存擁壁を同じ位置、同じ高さで造りかえる

もの 

(ｳ) 敷地の地盤高の変更を伴わない場合で、建築基準法第 42 条第２項の規定による擁壁

（公道に限る。）の後退にかかるもの。 

(ｴ) 敷地の地盤高の変更を伴わない場合で、自然のがけ面を擁壁等で保護するもの。 

(ｵ) 土地利用のために形質を維持する行為（農地及び採草放牧地で行われる通常の営農行

為やグラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等） 

⑴盛土で高さが１ｍ 

超の崖を生ずるもの 
 

⑵切土で高さが２ｍ超 の

崖を生ずるもの 
 

⑶盛土と切土を同時に行

い、高さが２ｍ超の崖を生

ずるもの（①、②を除く）  

⑷盛土で高さが２ｍ超 と

なるもの（①、③を除く） 
 

⑸盛土又は切土をする土

地の面積が500㎡超となる

もの（①〜④を除く）  
（第３図） 
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４ 開発許可によるみなし許可の場合に適用される盛土規制法の規定 
開発許可によるみなし許可の場合、都市計画法の規定のほか、盛土規制法の規定で適用され

るものがあります。 

適用される規定は、次のとおりです。 

 

※ 工事の技術的基準（盛土規制法第13条・第31条）については、「盛土規制法に係る審査事務

マニュアル」（神奈川県県土整備局 河川下水道部 砂防課）をご確認ください。 
（盛土規制法に係る審査事務マニュアル」ホームページ）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/morido/moridounyou.html#manual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土規制法の規定 条 項 適用の有無 備 考 

住民への周知 第11条・第29条 無  

工事の許可 

・土地所有者等の同意 

・許可の公表、通知 等 

第12条・第30条 無  

工事の技術的基準等 第13条・第31条 有 
都市計画法第33条第７号

の規定により準用 

許可証の交付又は不許可の 

通知 
第14条・第33条 無  

変更の許可等 第16条・第35条 無  

完了検査等 第17条・第36条 無  

中間検査等 第18条・第37条 有  

定期の報告 第19条・第38条 有  

監督処分 第20条・第39条 有  

標識の掲示 第49条 有  

（第２表） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/morido/moridounyou.html#manual


9 
 

 

第４章 その他の法令との関係 

 

都市計画法及び盛土規制法以外にも、次のような法律と関連があります。 

１ 建築基準法 

予定建築物の容積率、建蔽率等の建築制限については、建築基準法の規定への適合が必要と

なります。 

 

２ その他 

農地法、道路法、河川法、砂防法、首都圏近郊緑地保存法、森林法、風致地区条例、簡易水道

取締条例、公害防止条例、土地利用調整条例、環境影響評価条例、市町村まちづくり条例、交

通処理その他開発行為について関係する法律等があり、これらについては開発許可申請を行う

際に必要な手続きを行ってください。 
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第５章 盛土規制法に基づく開発許可によるみなし許可の手続き 

 

第１節 手続きフロー 

区分 申請者 市町村 土木事務所 砂防課厚木南駐在 

事
前
相
談
等 

 
 

 
 

 
 

開
発
許
可
申
請 

    

工 
事 

    

完
了
検
査
・
完
了
公
告 

    

注）事前相談等は、県土木事務所とは別に市町村においても行っていますので、別途市町村にも御相談

ください。 

また、盛土規制法の規制対象か否かについては、県盛土規制法所管部署（砂防課厚木南駐在事務所）

に御相談ください。 
※経由先は、13 ページをご確認ください。手続きの種類により経由先を異なる場合があります。 

開発計画概要書提出 

開 発 
計 画 

相談 
相談 

開発行為有無の判断 

公共施設管理者の 
同意・協議 

回答 

開発許可申請書提出 開発許可申請書受理 

開発許可手数料納付 審 査 

開発審査会 

開発許可証交付 

開発登録簿調製 

開発許可証受領 

開発許可済標識等設置 

工事着手届提出 

工 事 

工事着手届受理 

工事完了届出書等提出 公共施設に関する検査 
〈 経由※ 〉 

工事完了届出書等受理 

完了検査実施 

検査済証交付 
適合 

検査済証受領 

公共施設の引継ぎ事務 

建築工事着手 工事完了公告 

相談 

盛土等計画概要書提出 宅地造成等有無の判断 

中間検査申請 中間検査申請受理 

中間検査実施 

中間検査合格証交付 中間検査合格証受領 
適合 

定期報告書提出 定期報告書受理 

特定工程完了 

工事着手後３か月ごと 

中間検査手数料納付 

（第４図） 

〈 経由※ 〉 

〈 経由※ 〉 

〈 経由※ 〉 
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第２節 許可申請前の手続き 

 

１ 開発計画についての事前相談 

開発計画に係る開発行為の有無や、許認可に関する手続き方法等についての相談は各所管土

木事務所（第１表参照）が、盛土規制法の規制対象か否かについての相談は県盛土規制法所管

部局（砂防課厚木南駐在事務所）が、それぞれ受け付けています。 

開発許可申請をしようとする場合には、開発計画概要書等、必要な書類を持参の上、所管土

木事務所で事前相談を受けてください。開発計画が土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行う

者である場合には、厚木南駐在事務所で盛土規制法に関する事前相談を受けてください。 

 

２ 公共施設管理者の同意・協議［法第32条］ 

⑴ 開発許可申請に際しては、あらかじめ必要な同意を得るとともに、協議を行ってください。 

ア 開発計画に関係のある公共施設の管理者の同意を得てください。 

なお、公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用

に供する貯水施設をいいます｡［法第４条第14項］ 

イ 開発区域に関係のある第３表に掲げる者と協議してください。 

 

〈協議事項及び協議先〉                             （第３表） 

協議事項 協議すべき者 備 考 

１ 新たに設置される

公共施設について 

市町村等公共施設を管理することとなる者 

［法第32条第2項］ 

 

２ 義務教育について 市町村等当該教育施設の設置義務者 

［政令第23条第1号］ 

開発区域面積が20ヘクター

ル以上であるとき(20ヘク

タール未満でも水道事業者

と協議を要する場合あり) 

３ 水道について 神奈川県企業庁等当該区域を給水区域に含

む水道事業者   ［政令第23条第2号］ 

４ 電気について 東京電力等当該区域を供給区域に含む一般

電気事業者    ［政令第23条第3号］ 

開発区域の面積が40ヘクタ

ール以上であるとき 

５ ガスについて 東京ガス等当該区域を供給区域に含む一般

ガス事業者    ［政令第23条第3号］ 

６ 鉄道について 鉄道事業者及び軌道経営者 

［政令第23条第4号］ 

 

⑵ 開発許可に基づく工事により設置された公共施設の管理は、工事完了公告の日の翌日に地

元市町村等に引き継がれることになります。[法第39条] 

また、公共施設の用に供する土地は、付替えに係る土地を除き、当該公共施設の管理者に帰

属されることになります。[法第40条］ 

 

３ 開発区域内権利者の同意［法第33条第１項第14号］ 

開発区域内で開発行為に関する工事の施行の妨げとなる権利（所有権、永小作権、地上権、

賃借権、質権、抵当権、先取得権及び地役権等）を有する者の同意を得てください。 
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４ 留意事項 

次の場合は、許可できませんので御注意ください。 

⑴ 開発区域に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域又は急傾斜地崩壊危

険区域が含まれているとき（ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がな

いと認められる場合は除く）。［法第33条第１項第８号］ 

⑵ 予定建築物等の用途が建築基準法に基づく用途地域の制限に適合していないとき。 

［法第33条第１項第１号］ 

⑶ 申請者に開発行為を行うため必要な資力及び信用がないと認められるとき又は工事施行者

に当該工事を完成させるため必要な能力がないと認められるとき。 

［法第33条第１項第12、13号］ 

⑷ 取付道路や流末排水路等の設計が基準を満たしていないと認められるとき。 

⑸ 市街化調整区域内における開発行為で、予定建築物等の用途が第４表に掲げるもの以外で

あるとき。［法第34条］ 

⑹ その他開発計画の内容が法の規定に適合していないとき。 

 

〈市街化調整区域における主な立地基準〉                    （第４表） 

１ 当該開発区域の周辺の市街化調整区域において居住している者の利用に供する公共公益施設

又は日常必需品店舗                         ［法第34条第 1 号］ 

２ 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物又は第一種特

定工作物                             ［法第34条第 2 号］ 

３ 市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは

加工に必要な建築物又は第一種特定工作物              ［法第34条第 4 号］ 

４ 県が国又は中小企業振興事業団と一体となって助成する中小企業の事業の共同化又は工場、

店舗等の集団化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物［法第34条第 6 号］ 

５ 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連

を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物（事業活動の効率化を図るため市街化

調整区域に建築し又は建設することが必要なものに限る｡）        ［法第34条第 7 号］ 

６ 火薬類取締法の規定による火薬庫である建築物又は第一種特定工作物及び火薬類の製造所で

ある建築物                             ［法第34条第 8 号］ 

７ 災害危険区域等の区域内に存する建築物又は第一種特定工作物（当該区域外において従前と

同一の用途に供されるものに限る。）               [法第34条第 8 の 2 号] 

８ 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油

所である建築物又は第一種特定工作物                                ［法第34条第 9 号］ 

９ 地区計画又は集落地区計画の区域内において当該地区計画又は集落地区計画に定められた内

容に適合する建築物又は第一種特定工作物                      ［法第34条第10号］ 

10 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として「都市計画法第34条第12

号の規定による開発許可等の基準を定める条例」に定められたもの     [法第34条第12号］ 

11 市街化調整区域として決まった日から 6 ヶ月以内に知事に届け出た者が、当該届出の目的に

よるもので、自己の居住若しくは自己の業務の用に供する建築物又は自己の業務の用に供する

第一種特定工作物                                               ［法第34条第13号］ 

12 市街化を促進するおそれがなく市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められ

るもので開発審査会の議が経られたもの                           ［法第 34 条第 14 号］ 
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第３節 許可申請の手続き 

１ 申請書の提出先等 

開発許可申請書は、前節の手続きを経た後、本節の２により必要とされる書類等を添付し、

当該開発区域のある市町村を経由して､管轄する土木事務所に提出してください。提出部数は、

正本１部､副本２部となります。 

（経由の市町村担当課） 

 

経由事務担当課 

都市計画法開発許可関係 盛土規制法に基づく 

中間検査・定期報告 

横須賀土木事務所 

まちづくり・建築指導課 

逗 子 市 環境都市部まちづくり景観課 

三 浦 市 都市環境部都市計画課 

葉 山 町 都市経済部都市計画課 

平塚土木事務所 

まちづくり推進課 

伊勢原市 都市部建築住宅課 ― 

寒 川 町 都市建設部都市計画課 ― 

大 磯 町 都市建設部都市計画課 

二 宮 町 都市部都市整備課 

厚木土木事務所 

まちづくり・建築指導課 

愛 川 町 建設部都市施設課 ― 

清 川 村 村づくり観光課 ― 

厚木土木事務所東部ｾﾝﾀｰ 

まちづくり・建築指導課 

海老名市 まちづくり部住宅まちづくり課 ― 

座 間 市 都市部都市整備課 

綾 瀬 市 都市部都市計画課 ― 

県西土木事務所 

まちづくり・建築指導課 

南足柄市 都市部建築営繕課 

中 井 町 まち整備課 産業環境課 

大 井 町 都市整備課 

松 田 町 まちづくり課 

山 北 町 都市整備課 

開 成 町 都市計画課 

箱 根 町 環境整備部都市整備課（景観推進係） 

真 鶴 町 都市計画課 

湯河原町 まちづくり課 

２ 申請に必要な図書等 

申請事由（開発の目的）によって、添付書類が異なります。 

⑴ 自己居住用：自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為 

⑵ 自己業務用：住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供する建築（建設）

を目的とする開発行為 

⑶ 自 己 用 外：その他（自己用以外の建築物又は特定工作物）の建築（建設）を目的とす

る開発行為 

開発区域の面積が１ヘクタール以上の開発行為に関する工事に係る設計図書は、一級建

築士、かつ宅地開発の技術に関して２年以上の経験を有する者等、法で定める設計資格の

ある者が作成したものであることが必要です｡［法第31条］ 

また、開発区域が１ヘクタール未満であっても、高さが５ｍを超える擁壁の設置・盛土又

は切土をする土地の面積が 1,500 ㎡を超える土地における排水施設の設置に関する工事の

設計については、法令で定める資格者が行う必要があります。[盛土規制法第 13 条第２項、

盛土規制法施行令第 21条]

（第５表） 
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⑴ 開発許可申請添付書類                        （第６表） 

添
付
順
序 

書類の名称 様 式 備 考 

ア 

自己 

居住

用 

イ 

自己 

業務

用 

ウ 

自己

用外 

 

１ 開発行為許可申

請書 

省令） 

別記様式第

二 

 

○ ○ ○ 

２ 設計説明書 規則） 

第 1 号様式 

 
 ○ ○ 

３ 設計概要書 規則） 

第 4 号様式 

 
○   

４ 土地利用面積表  ・土地の用途別面積と割合を記入 

・規模が 1 ヘクタール以上の場合は、樹

高別に樹木分布の現況面積とその保

存する面積及び割合を記入 

○ ○ ○ 

５ 従前の公共施設

の一覧表 

規則） 

第 1 号様式 

付表 1 

・新旧対照図に付した番号を記入 

・公共施設とは、道路、公園、下水道、

防火水槽等都市計画法に規定されて

いるもの 

 ○ ○ 

６ 新設する公共施

設の一覧表 

規則） 

第 1 号様式 

付表 2 

 ○ ○ 

７ 付替えに係る公

共施設の一覧表 

規則） 

第 1 号様式 

付表 3 

 

 ○ ○ 

８ 公共施設の所有

者及び管理者の

同意及び協議書 

 ・市町村長(道路、排水施設、消防施設

等の管理者)の同意・協議書 

・国有地編入同意書 

・河川法に基づく許可証等 

○ ○ ○ 

９ 開発区域内権利

者一覧表 

規則） 

第 2 号様式 

付表 

申請者を含めた開発区域内のすべて

の権利者を記入 ○ ○ ○ 

10 開発行為の施行

等の同意書 

規則） 

第 2 号様式 

開発区域内の土地の所有権等を有す

る者の同意 
○ ○ ○ 

11 開発区域内の土

地の登記事項証

明書 

 建築物等のある場合は、建物の登記事

項証明書 ○ ○ ○ 

12 資金計画書 省令） 

別記様式第

三 

・収支計画 

・年度別資金計画 ○ ○ ○ 

13 申請者の資力及

び信用に関する

申告書 

規則） 

第 5 号様式 

 

○ ○ ○ 
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注）①○印は添付が必要な書類です。 

添
付
順
序 

書類の名称 様 式 備 考 

ア 

自己 

居住

用 

イ 

自己 

業務

用 

ウ 

自己 

用外 

14 工事施行者の能

力に関する申告

書 

規則） 

第 6 号様式 

 
○ 

※1 

○ 

※1 
○ 

15 設計者の資格に

関する申告書 

規則） 

第 3 号様式 

 
△ △ △ 

16 委任状  都市計画法の規定による申請手続を

委任した場合のみ必要 
○ ○ ○ 

17 構造計算書  ・擁壁の概要、構造計画、応力及び断

面算定した構造計算書 

・基礎補強の計算書 

※2 ※2 ※2 

18 「山間部におけ

る河川の流水が

継続して存する

土地」等に盛土

する場合の安定

計算書 

 ・盛土をした後の土地の地盤に関する

土質試験その他の調査又は試験の報

告書 
※3 ※3 ※3 

19 崖面に擁壁の設

置が必要でない

とする場合の安

定計算 

 ・土質試験その他の調査又は試験の報

告書を含む 
※4 ※4 ※4 

20 土質調査の結果

を記載した書面 

 ・工事を行う土地の区域の地盤が軟弱

か否かを判定するための調査（土質

調査）結果を記載した書面 

【軟弱地盤の場合】 

・土質調査の結果、軟弱な地盤である

ことが確かめられた場合に行う「詳

細な土質調査」の結果を記載した書

面 

・詳細土質調査の結果を用いた盛土の

安定計算を記載した安定計算書 

※5 ※5 ※5 

21 10ｍ以上の盛土

（崖面であるも

のを除く）に関

する安定計算書 

 ・土質試験その他の調査又は試験の報

告書 

・上記試験等に基づく盛土をした後の

地盤に関する安定計算を 

※6 ※6 ※6 

22 流 出 抑 制 施 設

（調整池等）の

容量の算定書等 

 ・調整池等の容量及び放流量を算定し

た書面 

・算定の根拠とした書面 

・調整池の構造図 

※7 ※7 ※7 

23 排水能力を確認

する書面 

 ・排水計算書 

・排水施設の流出量の算定及び断面算

定を記載した計算書並びに算定の根

拠を記載した書面 

※8 ※8 ※8 

24 土量計算書   

 
○ ○ ○ 
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△印は開発区域が１ヘクタール以上の場合に必要（１ヘクタール未満は不要）です。 

 また、１ヘクタール未満は不要であっても高さが５ｍを超える擁壁の設置・盛土又は切

土をする土地の面積が 1,500 ㎡を超える土地における排水施設の設置に関する工事の

設計においても必要です。 

②開発区域の面積が20ヘクタール以上の場合は第３表の２及び３、40ヘクタール以上の場合は

２から６までに掲げる者との協議書を添付してください。 

③書類の綴じ込み順序は、添付順序欄の番号順としてください 

④※１ みなし許可の場合は、全ての申請に工事施行者の能力に関する申告書が必要です。 

⑤※２～※８は、以下の場合に必要となります。 

※２ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合 

※３ 災害の生じるおそれが特に大きい土地において、高さ15ｍを超える盛土をする場合 

※４ 崖面を擁壁で覆わない場合（盛土規制法施行令第８条第１項第一号ロを適用する場合 

に限る） 

※５ 2,000 ㎡以上の盛土行う場合 

軟弱地盤かどうかを判断するための標準的な土質試験の方法は、標準貫入試験、スウェ

ーデン式サウンディング試験、オランダ式二重菅コーン貫入試験です。 

※６ 盛土の高さが 10ｍ以上（崖面であるものを除く）の場合 

※７ 調整地その他の流出抑制施設を設ける場合 

※８ 雨水及び汚水が有効に排水できるかどうか、計算によらなければ判断できない場合 

 

⑵ 開発許可申請添付図面                          （第７表） 

添
付
順
序 

書類の名称 

(縮 尺) 
特に明示すべき事項等 備 考 

ア 

自己 

居住

用 

イ 

自己 

業務

用 

ウ 

自己 

用外 

25 

 

開発区域位置図 

(1/50,000 以上) 

・方位、縮尺、開発区域の位置(赤色) 

・用途地域及びその他の規制区域 

・主要交通機関からの経路、主要道路 

・排水先の河川等 

・その他目標となる建築物等 

 

○ ○ ○ 

26 開発区域区域図 

(1/2,500 以上) 

・方位、縮尺、開発区域の境界(赤枠) 

・面積(求積図及び計算書(別添可)) 

 
○ ○ ○ 

27 現況図 

(1/2,500 以上) 

 

・方位、縮尺、開発区域の境界(赤枠) 

・開発区域内及び開発区域の周辺の道

路、水路等公共施設 

・等高線 

(２メートル以下の標高差を示すも

の) 

・規模が 1 ヘクタール以上の場合は、

樹木若しくは樹木の集団又は切土

を行う部分の表土の状況を記載 

着色は次によ

る 

公道(薄茶) 

水路(青) 

青地(黄) 

緑地(緑) 

○ ○ ○ 

28 公図の写し 

※登記所保管の

ものに限る 

・方位、開発区域の境界(赤枠) 

・転写の場合は、転写した者の記名、

捺印、転写年月日、転写場所 

 

○ ○ ○ 
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添
付
順
序 

書類の名称 

(縮 尺) 
特に明示すべき事項等 備 考 

ア 

自己 

居住

用 

イ 

自己 

業務

用 

ウ 

自己 

用外 

29 実測図に基づく 

開発区域内の 

公共施設の 

新旧対照図 

(1/500 以上) 

・既存、新設の公共施設 

(着色)既存：塗りつぶし、新設：枠 

(番号)既存、新設各々一連の番号付 

     例）既存①、新設１ 

・所有者、管理者別に色分けし、その

凡例を明示 

・新旧面積対照表 

表示例 

○ ○ ○ 

30 土地利用計画図 

(1/500 以上) 

・方位、縮尺、開発区域の境界(赤枠) 

・道路、排水施設等公共施設の位置、

形状及び道路の幅員 

・予定建築物等の敷地の形状、面積、

用途 

・公益的施設の位置 

・消火栓、防火水槽の位置 

・規模が 1 ヘクタール以上の場合は、

樹木又は樹木の集団の位置並びに

緩衝帯の位置及び形状 

図面寸法は 

A-1 判又は 

A-2 判 

 

着色は現況図

同様 

 

○ ○ ○ 

31 造成計画平面図 

(1/500 以上) 

・方位、縮尺、開発区域の境界(赤枠) 

・がけ又は擁壁の位置・構造及び高さ 

・切土又は盛土をする土地の部分 

(等高線を薄く表示) 

・排水施設の位置・構造 

・道路の位置、形状、幅員及び勾配 

・宅地の地盤高・面積 

・切土・盛土部分で表土の復元等の措

置を講ずるものがあるときはその

部分を図示 

着色は次によ

る 

切土(黄) 

盛土(赤) 

○ ○ ○ 

32 造成計画断面図 

(1/500 以上) 

・切土又は盛土をする前後の地盤面 

・擁壁、がけの位置 

着色は同上 
○ ○ ○ 

33 道路断面図 

(1/100 以上) 

・断面、構造、形状、幅員 

・使用材の構造図は縮尺 1/20 

・地下埋設物の位置、種類、形状 

幅員、構造別に

表示  ○ ○ 

34 排水施設計画 

平面図 

(1/500 以上) 

・方位、開発区域の境界(赤枠) 

・排水区域の区域界 

・排水施設の位置、種類、材料、形状、

内のり寸法、勾配、水の流れの方向、

吐口の位置及び雨水ますの位置、形

状、構造 

・放流先の名称 

 

○ ○ ○ 

35 排水施設断面図 

(1/100 以上) 

・放流先の状況 

・使用材の構造図は縮尺 1/20 

 
○ ○ ○ 

① 

② 

□1  

□2
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添
付
順
序 

書類の名称 

(縮 尺) 
特に明示すべき事項等 備 考 

ア 

自己 

居住

用 

イ 

自己 

業務

用 

ウ 

自己 

用外 

36 給水施設 

計画平面図 

(1/500 以上) 

・方位、開発区域の境界(赤枠) 

・給水施設の位置、形状、内のり寸法 

・取水方法 

※専用水道等の場合は水道法による

許可又は申請書の写しを添付 

 

 ○ ○ 

37 消防水利図 

(1/500 以上) 

・方位、開発区域の境界(赤枠) 

・消火栓の位置、構造 

・貯水槽の位置、容積及び構造 

・貯水槽の構造図は縮尺 1/50 

給水施設計画

に併記可 
 ○ ○ 

38 がけの断面図 

(1/50 以上) 

・がけの高さ、勾配、土質(種類、地

層厚) 

・切土又は盛土をする前の地盤面 

・がけ面の保護の方法 

 

○ ○ ○ 

39 擁壁の断面図 

(1/50 以上) 

・擁壁の寸法、勾配、材料の種類及び

寸法 

・裏込めコンクリートの寸法 

・透水層の位置及び寸法 

・擁壁を設置する前後の地盤面 

・基礎地盤の土質 

・基礎杭の位置、材料及び寸法 

 

○ ○ ○ 

 

注）① 次に該当する場合は、それぞれ必要な書類を添付してください。 

・軟弱地盤を含む場合は、地質調査及び地盤改良計画に関する図書 

・切土、盛土によって当該区域に災害が生じるおそれがある場合は災害防止に関する図書 

② 添付書類の綴じ込み順序は、添付図書欄の番号順としてください。 

③ 記載内容から他の図書と併記して用いることが適当なものは、他の図面と併用できます。 

 

３ 開発登録簿の調製用図書の提出 

許可の際には、開発区域位置図、区域図、公図の写し及び土地利用計画図（各１部）を開発

登録簿用として、所管土木事務所に提出してください。 

 

 

第４節 許可を受けた後の手続き 

 

１ 許可済の標識 

開発許可を受けた者は、直ちに開発区域の見やすい場所に必ず次の標識を掲示してください。 

なお、工事が完了したときは検査済証の番号を記入のうえ、土木事務所長が指示する期間掲

示してください。開発許可によるみなし許可の場合、都市計画法による標識と盛土規制法によ

る標識の両方を掲示してください。 
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（都市計画法による開発許可済の標識 規則第14号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（盛土規制法による工事の許可済標識 盛土規制法省令様式第二十三） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※許可番号及び許可年月日は、開発許可のものを記入してください。 

 

２ 工事着手届 

開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、直ちに「工事着手届」

（県細則第８号様式）（１部）を所管土木事務所に提出してください。工事着手届には、現場に

掲示した標識の写真と工事工程表も添付してください。 

 

 

（第５図） 

（第６図） 
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３ 中間検査［盛土規制法第18条・同法第37条］ 

以下に示す対象規模以上の開発計画であり、かつ特定工程を含む場合において、当該特定工

程に係る工事を終えたときは、その都度、当該特定工程に係る工事を終えた日から 4 日以内に、

所管土木事務所に検査を申請し、中間検査を受けてください。なお、特定工程である暗渠排水

施設を設置する工事の工程の後に行う当該排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の

工程は、中間検査合格証が交付されるまでは行うことができません。 

⑴ 中間検査の対象（宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域 共通） 

中間検査は、対象規模以上で、特定工程を含む場合が対象となります。 

ア 対象規模 

(ｱ) 盛土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの 

(ｲ) 切土で高さが５ｍ超の崖を生ずるもの 

(ｳ) 盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍ超の崖を生ずるもの（(ｱ)、(ｲ)を除く） 

(ｴ) 盛土で高さが５ｍ超となるもの（(ｱ)、(ｳ)を除く） 

(ｵ) 盛土又は切土をする土地の面積が 3,000 ㎡超となるもの（(ｱ)～(ｴ)を除く） 

イ 特定工程 

盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程（暗

渠排水施設）で、対象工種は次のとおりです。 

 

 

種 別 工 種 

中間検査 
（暗渠排水施設） 

〇：対 象 
×：対象外 

盛土内の 
排水施設等 

⑴ 地下水排除工 
（盛土内） 

① 暗渠排水工 〇 

② 基盤排水層（透水層） × 

⑵ 盛土内排水層 ③ 水平排水層（透水層） × 

のり面の 
排水施設等 

⑴ 地表水排除工 

① のり肩排水溝     ×（※） 

② 縦排水溝       ×（※） 

③ 小段排水溝       ×（※） 

④ のり尻排水溝      ×（※） 

⑵ 地下水排除工 
（切土のり面） 

① 暗渠排水工 〇 

② 水平排水孔 〇 
（※）完成検査時に確認できるため、中間検査の対象外。 

 

⑵ 申請書類 

次の書類により、特定工程に係る工事を終えた日から４日以内に申請してください。 

提出部数は、１部です。 

申請は市町村の経由が必要（一部の市町を除く。）となりますが、都市計画法に基づく申請と

市町村の担当課が異なる場合がありますので、ご注意ください。 

（経由の市町村担当課は 13 ページを参照してください。） 

（第８表） 
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４ 定期報告［盛土規制法第第19条・同法第38条］ 

盛土規制法施行令で定める規模以上の工事については、３か月を経過するごとに、定期報告

書を作成し、市町村を経由して所管土木事務所に提出してください。 

（経由の市町村担当課は12ページを参照してください。） 

⑴ 対象規模（宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域 共通） 

中間検査の対象となる規模と同じです。 

ア 盛土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの 

イ 切土で高さが５ｍ超の崖を生ずるもの 

ウ 盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍ超の崖を生ずるもの（ア、イを除く） 

エ 盛土で高さが５ｍ超となるもの（ア、ウを除く） 

オ 盛土又は切土をする土地の面積が 3,000 ㎡超となるもの（ア～エを除く） 

⑵ 報告書類 

報告書様式を記載し、報告の時点より前７日以内に撮影した盛土又は切土を行っている土

地及びその付近の状況を明らかにする写真（全景写真）、報告対象を明示した平面図を添えて、

報告してください。提出部数は１部です。 

 

 

 

 

 

 

⑶ 報告の期間 

盛土等に係る工事に着手した日から、３か月ごとに報告してください。 

 

５ 工事施行状況の報告及び工程届 

工事施行状況報告は、当該開発行為に関する工事が完了したときに、工事施行状況報告書（県

細則第13号様式の２）及び写真その他の資料を所管土木事務所に提出してください。 

擁壁の構造計算に使用する地耐力、内部摩擦角及び粘着力について、設計時は想定値で設計

し、工事施行時に土質試験結果が想定値を上回ること確認する場合は、土質試験結果を実施状

況報告として提出してください。 

なお、土木事務所長が指定した工事については、その指定した工程に達する日の２日前まで

に、その工程に達する旨を届け出てください。 

 

６ 工事完了届及び完了検査［法第36条第１項］ 

開発区域又は工区について工事が完了したときは､｢工事完了届出書｣(正本１部、副本２部)に

地番目録、開発区域位置図、区域図、公図の写し、工事完了図を添付の上、市町村を経由して

申請書類 

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 
（盛土規制法省令第 13 号様式） 

・検査対象を明示した平面図 

・検査対象の写真 

報告書類 

・宅地造成及び特定盛土等に関する工事の定期報告書（宅地造成及び特定盛

土等規制法施行細則 第 13 号様式） 

・報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明

らかにする写真（全景写真）※報告の時点より前７日以内に撮影したもの 

・その他の書類 

報告対象を明示した平面図 
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所管土木事務所に提出し、完了検査を受けてください。 

 

７ 検査済証［法第36条第２項］ 

完了検査の結果、工事が許可の内容に適合していると認められたときは、開発行為に関する

工事の検査済証が交付されます。 

 

８ 完了公告［法第36条第３項］ 

開発行為に関する工事（開発行為に関する工事のうち公共施設）が完了したことの公告は、

神奈川県公報への登載をもって行います。 
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第５節 その他の手続き   

 

１ 変更の許可等   

開発許可の変更の許可等については、変更箇所を施工する前に行ってください。 

⑴ 開発行為変更許可申請［法第35条の２第１項］ 

開発許可された内容について、次の事項に変更を生じた場合には､｢開発行為変更許可申請

書｣及び変更内容を明示する書類等(正本１部、副本２部)を市町村を経由して所管土木事務所

に提出してください。 

ア 開発区域（区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区）の位置、区域及び規模 

イ 予定建築物の用途（自己用、自己用外等の別も含む) 

ウ 開発行為に関する設計 

エ 工事施行者 

オ 市街化調整区域内の開発行為は、法第 34 条の該当号及びその理由 

カ 資金計画 

注）当初の許可と同一性を失うような大幅な変更の場合には、変更許可として取り扱うこと

はできません。 

 

⑵ 開発行為変更届（軽微な変更）［法第 35条の２第３項］ 

次の事項の変更については「開発行為変更届出書」及び変更内容を明示する書類等（正本

１部、副本２部）を、市町村を経由して所管土木事務所に提出してください。 

ア 予定建築物の敷地の形状の変更のうち次のいずれかに該当するもの 

(ｱ) 敷地の規模の 10 分の１未満の増減 

(ｲ) 住宅以外の建築物（又は第１種特定工作物）の敷地の規模の増加を伴うもので、当初

の敷地の規模が 1,000 平方メートル未満、かつ、変更後の敷地の規模も 1,000 平方メ

ートル未満のもの。又は当初から敷地の規模が 1,000 平方メートル以上のもの 

  イ 工事施行者の変更のうち次のいずれかに該当するもの（第９表参照） 

      ① 自己居住用の開発行為又は自己業務用の開発行為で、開発区域の面積が１ヘクタール未満

のもの 

      ② 工事施行者の氏名、名称又は住所の変更（工事施行者の主体変更がない場合） 

    ウ 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

 

〈工事施行者の変更に関する手続き〉                   （第９表） 

 工事施行者の変更 

（主体変更） 

工事施行者の氏名、名称、

住所の変更（主体変更な

し） 

自己居住用 （２）イ 開発行為変更届 （２）イ 開発行為変更届 

自 己 

業務用 

１ヘクタール未満 （２）イ 開発行為変更届 （２）イ 開発行為変更届 

１ヘクタール以上 （１）イ 変更許可 （２）イ 開発行為変更届 

自己用外 （１）イ 変更許可 （２）イ 開発行為変更届 
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 ⑶ 変更許可、軽微な変更届に該当しない変更 

   手続き方法等については所管土木事務所に相談してください。 

 

２ 開発許可に基づく地位の承継 

⑴ 一般承継［法第44条］ 

当初開発許可を受けた者の相続人のほか、合併後存続する法人（吸収合併の場合）又は合

併により新たに設立された法人（新設合併の場合）は、許可を受けた者としての地位をその

まま承継します。 

地位の承継をした者は、直ちに地位承継届を市町村を経由して所管土木事務所に提出して

ください。 

⑵ 特定承継［法第45条］ 

一般承継によらず、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開

発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、許可に基づく地位を承継することがで

きます。特定承継にあたっては、開発許可承継承認申請書（正本１部、副本２部）に申請者

の資力及び信用に関する申告書等を添えて、市町村を経由して所管土木事務所に提出してく

ださい。 

 

３ 工事中の建築制限等［法第37条］ 

許可を受けた開発区域内の土地には、開発工事に関する工事の完了公告があるまでは建築物

を建築すること又は特定工作物を建設することが制限されます。 

ただし、開発行為の施行上やむを得ないと認められる場合は、建築制限等を解除できる場合

があります。 

 

４ 開発行為の廃止［法第38条］ 

許可を受けた開発行為を廃止する場合は、開発区域内及び周辺の区域に危険を生じないよう、

また、交通の安全上支障ないよう必要な措置等を講ずるとともに「開発行為に関する工事の廃

止の届出書」等（正本１部、副本２部）を市町村を経由して所管土木事務所に提出してくださ

い。  
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第６章  許可申請等手数料［神奈川県手数料条例・宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例］ 

 

１ 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の場合       （第 10 表） 

開発区域の面積 手数料の額 

０．１ヘクタール未満 ８，６００円 

０．１ヘクタール以上   ０．３ヘクタール未満 ２２，０００円 

 ０．３ヘクタール以上   ０．６ヘクタール未満 ４３，０００円 

 ０．６ヘクタール以上   １  ヘクタール未満 ８６，０００円 

 １  ヘクタール以上   ３  ヘクタール未満 １３０，０００円 

 ３  ヘクタール以上   ６  ヘクタール未満 １７０，０００円 

 ６  ヘクタール以上  １０  ヘクタール未満 ２２０，０００円 

１０  ヘクタール以上 ３００，０００円 

 

２ 住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供する建築（建設）を目的とする開

発行為の場合                                （第 11 表） 

開発区域の面積 手数料の額 

０．１ヘクタール未満 １３，０００円 

０．１ヘクタール以上   ０．３ヘクタール未満 ３０，０００円 

 ０．３ヘクタール以上   ０．６ヘクタール未満 ６５，０００円 

 ０．６ヘクタール以上   １  ヘクタール未満 １２０，０００円 

 １  ヘクタール以上   ３  ヘクタール未満 ２００，０００円 

 ３  ヘクタール以上   ６  ヘクタール未満 ２７０，０００円 

 ６  ヘクタール以上  １０  ヘクタール未満 ３４０，０００円 

１０  ヘクタール以上 ４８０，０００円 

 

３ その他の建築（建設）を目的とする開発行為の場合              （第 12 表） 

開発区域の面積 手数料の額 

０．１ヘクタール未満 ８６，０００円 

０．１ヘクタール以上   ０．３ヘクタール未満 １３０，０００円 

 ０．３ヘクタール以上   ０．６ヘクタール未満 １９０，０００円 

 ０．６ヘクタール以上   １  ヘクタール未満 ２６０，０００円 

 １  ヘクタール以上   ３  ヘクタール未満 ３９０，０００円 

 ３  ヘクタール以上   ６  ヘクタール未満 ５１０，０００円 

 ６  ヘクタール以上  １０  ヘクタール未満 ６６０，０００円 

１０  ヘクタール以上 ８７０，０００円 
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４ 開発行為変更許可申請手数料 

変更にかかる手数料は次に掲げる額を合算した額とします。 

ただし、その額が 87 万円を超えるときは 87万円を限度とします。 

⑴ 開発行為に関する設計の変更 

開発区域の面積及び区分に応じ、上記に掲げる額の 1/10 

⑵ 新たな土地の編入にかかる変更 

新たに編入された開発区域の面積及び区分に応じ、上記に掲げる額 

⑶ その他の変更      10,000 円 

 

５ 中間検査手数料（宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例）        （第 13 表） 

盛土又は切土をする土地の面積 手数料の額 

3,000 ㎡以内のもの １件につき  ３，１００円 

3,000 ㎡を超え、20,000 ㎡以内のもの １件につき  ６，２００円 

 20,000 ㎡を超え、40,000 ㎡以内のもの １件につき １２，４００円 

 40,000 ㎡を超え、70,000 ㎡以内のもの １件につき ２４，８００円 

 70,000 ㎡を超え、100,000 ㎡以内のもの １件につき ４３，４００円 

 100,000 ㎡を超えるもの １件につき ６２，１００円 

 

注）手数料については、改定されることがありますので、所管土木事務所で御確認ください。 
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◇開発許可申請必要書類チェックリスト（盛土規制法に基づく開発許可によるみなし

許可の場合） 

 

□ 自己居住用：自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為 

□ 自己業務用：住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供する建築（建設）を目的とする開発行為 

□ 自 己 用 外：その他（自己用以外の建築物又は特定工作物）の建築（建設）を目的とする開発行為 

添
付
順
序 

書類の名称 
備 考 

《様 式》 

自己居住

用 

自己業務

用 

・自己用

外 

１ 開発行為許可申請書 《省令）別記様式第二》   

２ 設計説明書 《規則）第 1 号様式》   

３ 設計概要書 《規則）第 4 号様式》   

４ 土地利用面積表    

５ 従前の公共施設の一覧表 《規則）第 1 号様式付表 1》   

６ 新設する公共施設の一覧表 《規則）第 1 号様式付表 2》   

７ 付替えに係る公共施設の一覧表 《規則）第 1 号様式付表 3》   

８ 公共施設の所有者及び管理者の同意及び協議書   

９ 開発区域内権利者一覧表 《規則）第 2 号様式付表》   

10 開発行為の施行等の同意書 《規則）第 2 号様式》   

11 
開発区域内の土地の登記事項証明

書 

 
  

12 資金計画書 《省令）別記様式第三》   

13 
申請者の資力及び信用に関する申

告書 

《規則）第 5 号様式》 
  

14 工事施行者の能力に関する申告書 《規則）第 6 号様式》   

15 設計者の資格に関する申告書    《規則）第 3 号様式》 （ ） （ ） 

16 委任状 
都市計画法の規定による申請

手続を委任した場合のみ必要 
  

17 開発区域位置図 縮尺：1/50,000 以上   

18 開発区域区域図 縮尺：1/2,500 以上   

19 現況図 縮尺：1/2,500 以上   

20 
公図の写し 

(登記所保管のものに限る) 

転写した者の記名、捺印 

転写年月日、転写場所の記載 
  

21 
開発区域内の公共施設の新旧対照

図 
縮尺：1/500 以上   

22 土地利用計画図 縮尺：1/500 以上   

23 造成計画平面図 縮尺：1/500 以上   

24 造成計画断面図 縮尺：1/500 以上   

25 道路断面図 縮尺：1/100 以上   

26 排水施設計画平面図 縮尺：1/500 以上   

27 排水施設断面図 縮尺：1/100 以上   

28 給水施設計画平面図 縮尺：1/500 以上   

29 消防水利図 縮尺：1/500 以上   

30 がけの断面図 縮尺：1/50 以上   

31 擁壁の断面図 縮尺：1/50 以上   
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添
付
順
序 

書類の名称 
備 考 

《様 式》 

自己居住

用 

自己業務

用 

・自己用

外 

32 擁壁の構造計算書    

33 
山間部における河川の流水が継続して存する土地等に盛土する場合の 
安定計算書 

  

34 崖面を擁壁で覆わない場合の安定計算書   

35 土質調査結果 
2,000 ㎡を超える盛土をする

場合 
  

36 
10ｍを超える盛土に関する安定計

算書 

 
  

37 
流出抑制施設（調整池等）の容量算

定書 

 
  

38 排水能力を確認する書面    

39 土量計算書    

その他土木事務所長が必要と認める書類   

注）（ ）は開発区域が１ヘクタール以上の場合に必要（１ヘクタール未満の場合は不要）、高さが５ｍ

を超える擁壁の設置・盛土又は切土をする土地の面積が 1,500 ㎡を超える土地における排水施設

の設置に関する工事の設計は必要です。 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県 県土整備局 建築住宅部 建築指導課 開発指導グループ 

住 所 〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

電  話  045-210-6248（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-210-8884 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.kanagawa.jp/div/0706/ 

 

この手引の情報は令和８年３月現在のものです。 

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0706/

